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はなやかに桜翔祭文化の部開催 
 オープニングイベントの｢粋鼓伝｣による和太鼓演奏から始まり、午前中は各教科や総合

的な学習の発表を兼ねたクラス別の｢お店｣で交流し、午後は｢合唱コンクール｣で歌声を競

い合いました。ＰＴＡコーラスも会場を盛り上げました。 

小中一貫校となり２回目の文化の部開催でした。今年は教育課程の話し合いから平日開

催としましたが、アンケート等いろいろなご意見をいただき、来年度に生かしていきたい

と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
粋鼓伝の和太鼓、中高等部生徒  桜翔祭装飾係のテーマ絵の前で  1年生のお店で楽しむ地域の 

５名も参加しています      開会宣言をする副会長      お年寄り 

 

 

 

 

 

 

 

 
炎色反応実験を披露する９年    3･4年生の発表は合唱と器楽の  全校合唱｢ビリーブ｣では幼い 

生、学習内容の定着が期待さ    演奏もありました       初等部の声を包み込む中高等部 

れます                             の歌声が絶妙でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度後期生徒会役員 が決まりました。活動 

のスローガンは「サンシャイン」です。児童生徒一人一人 

が光り輝けるような活動を創っていきたいという会長の力 

強い所信表明演説がありました。 

生徒会長   水島 広登  学年委員長 植松凪紗 

副会長    山口 春輝  生活委員長 早田涼夏 

８年執行委員 福室優梨亜  図書委員長 栗山世菜 

７年執行委員 鈴木日菜美  健康委員長 勝呂心海 

７年執行委員 山田 晏寧  広報委員長 前田琢茂 

６年執行委員 勝呂 空正  体育委員長 澤出和埜 

５年執行委員 小林真菜美        （敬称略） 

 



 11月の行事予定 11月は「霜月（しもつき）」と呼ばれます。いよいよ寒くなっ

て霜が降りる「霜降り月（しもふりつき）」が省略されたという説が最も有力だそうです。

もともとこの名称は旧暦の11月に付けられていたものですから、明治以降から現在使われ

ている新暦とは１ヶ月ほどのずれがあります。更に地球温暖化の影響もあり、北国を除け

ば、11月に霜が降りることはほとんどなくなりました。 

 ところで、霜が降りるようになると、露天に止めた車のフロントガラスが霜で凍り付き、

早起きして溶かさないと出勤できないという経験を何度もしたことがあるのですが、同じ

伊豆市内でも、土肥地区では霜で車が凍り付くことはまずないと聞きました。海に近く、

常に潮風が吹くからでしょうか。あちらこちらでアロエの花もきれいに咲きますね。 

日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 

１ 金 6 年血液さらさら教室 リレー会 16 土  

２ 土 土肥分校文化祭 本校駐車場使用 17 日 資源回収予備日 

３ 日 文化の日 18 月 
期末テスト週間部活停止 21 日まで 

放トレ 

４ 月 振替休日 19 火  

５ 火 朝礼 7～9 年完全更衣 20 水  

６ 水 
授業参観 学級懇談会 

初等部歯科教室 自転車安全点検 
21 木 

朝･放トレ 4･7･9 年歯科検診  

SSW 来校 放トレ 

７ 木 中等･高等部歯科教室 放トレ 22 金 期末テスト 冬時間開始 

８ 金 
読み聞かせ 生徒総会 

8 年保育実習 SSW 来校 リレー会 
23 土 

勤労感謝の日 

市青少年健全育成大会(生プラ) 

９ 土 市児童生徒作品展 24 日 会館親子観劇教室(函南文化 S) 

10 日 
第 2 回 PTA 資源回収 

市児童生徒作品展 
25 月 放トレ 

11 月 放トレ 26 火 スピーチ集会 8年進路ガイダンス 

12 火 ふれあい集会 部活動体験② 27 水 SC･SSW 来校 警察下校見守り 

13 水 

田方地区授業研 午前授業 

家庭読書の日 

チャレンジテスト国語 

28 木 
朝･放トレ 

5～7 年薬学講座(酒･タバコの害) 

14 木 
1･2 年校外学習 6 年修学旅行 

朝･放トレ SC･SSW 来校 弁当持参 
29 金 9 年第 2 回学力診断調査 

15 金 
6 年修学旅行 8 年保育実習(本校) 

数学検定(参加者多数の場合) 
30 土 静岡県市町駅伝大会 

＊12 月の持久走大会に向け放トレが始まりました。子どもの安全を考え､グランド内を走ります。 

 試走や大会当日には公道を使用しますので、ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。 

～お知らせ～ 「自転車保険の加入について」 
 年度当初よりお知らせしてまいりましたが、今月１日より県条例により、自転車を使用

する場合の対人対物損害賠償保険加入が義務づけられました。これに先立ち、自転車通学

のご家庭には保険加入の確認をさせていただきましたが、一般のご家庭におかれましても

加入はお済みでしょうか。自転車単独の保険でなくとも下記のような保険で同居ご家族を

カバーしている場合がありますので、一度保険会社にご確認ください。 

○自動車任意保険や生命保険などに特約として＊｢個人賠償責任保険｣が付帯されている。 

○クレジットカードに特約として＊｢個人賠償責任保険」が付帯されている。 
＊｢日常生活賠償特約」など会社によって名称が異なっていますので会社にお問い合わせください。 


